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   つぎは 10月 9日！第3回口頭弁論へ 
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    街頭での署名キャンペーンなども予定してます☆ 

    コト★古都お世話人も大募集☆ 
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ジャン・ダム裁判 第 2回口頭弁論(9/11)のご報告 

★ 原告のロハナさん（３９才、４人の子育てをするお母さん）

が意見陳述をしました。 
ロハナさん一家は移転前に持っていた 1５ヘクタールの農地をただ同然

で奪われました。そして夫がその心労によって1988年に死去。移転後

は学費が払えなくなり子どもを小中学校に通わせることができなくなり

ました。現在、農業労働者として２0km離れた農園に徒歩で通っていま

す。その賃金は1日10000 ルピア（約 140円）で、とても生活でき

るレベルではありません。ロハナさんはその苦しみを法廷で涙ながらに訴

えました。 

 

★ 「自然の権利」の代表ＷＡＬＨＩ（インドネシア環境フォーラ

ム）が原告として裁判に参加。 
ダムによって踏みにじられたスマトラ象・スマトラ虎・マレーバクなどを含

系の利益を代弁する機関としてＷＡＬＨＩが原告として認められました。本質的な意味での原

でも自然生態系ですが、法的には原告をＷＡＬＨＩとするものです。 

 

側からその場で口頭による反論がありましたが、裁判所は「表示の訂正」を認める方向を示し

後、被告側弁護団が文書による反論をする可能性もあります。この場合ＷＡＬＨＩが原告とし

うかをめぐって審理されることになります。  

 

護団から、被告からの答弁書に対する反論をしまし

4者申し入れ、街頭アピールをしました。 
せて、被告である国、東電設計、JICA(国際協力

BIC(国際協力銀行)にみんなで行き、原告をまじえ

要望書の提出を行いました。 
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   「わいわいフェスティバル」（9/14)で宣伝と署名集めしました。 
大阪の茨木市役所前ひろばで開催された「わいわいフェスティバ

ル」にサポーターズ出動！ 写真展、物販、署名集め＆壇上アピール
をしました。 炎天下にトラの着ぐるみも登場し、署名 115 筆を

集めるなどなど、コトパン裁判を多くの方にアピールできました。ウ

シの丸焼きとマンゴージュースがおいしかった！ 

 

 

   つぎは10月9日！ 第 3回口頭弁論へ 
    東京地裁傍聴とアピール行動へご参加を☆ 

次回第3回口頭弁論は、10月9日（木）10:00から東京地方裁判所で行われます。今回のめだま

は、自然環境を代表する WALHI(インドネシア環境フォーラム)の意見陳述です。たくさん人が集まり、

裁判所に社会的関心の高さを示すことが、公正な審理と判決を引き出す最大のキメ手！ です。 ぜひ当

日の傍聴とアピール行動にご参加ください。 

    10月 8日夕方にサポーターズ交流会＠東京やります☆ 

10／8（水）夕方から東京で全国のサポーターの交流会を計画しています。 すでにサポートグループが

できている京都や滋賀をはじめ、各地のサポーターの取り組み紹介や経験の交流、今後の活動計画につ

いての意見交換などを考えています。 こちらにもぜひご参加ください。 

 

   コト★古都ボランティア大募集！ 
    新しいパンフレットを作成します。お手伝いできる方、ご連絡ください☆ 

これまでの裁判報告会での原告住民の皆さんの発言や、「支援する会」の鷲見先生、村井先生の講演、

裁判の経過、学生たちの声を集めたパンフレット作成を計画中です。 なるべくしゃべったままを記録した

いと考えています。 ですが人手がぜんぜん足りません。 ビデオを見てのテープ起こしや編集作業を手伝

ってくれる方を募集中です。 

    街頭での署名キャンペーンなども予定してます☆ 

「コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会」を中心に、東京地裁に公正な審理と判決を求める署

名運動を全国展開中です。 コト★古都でもこの署名を集めて、広くまちまちにアピールするため、街頭で

の署名集めとキャンペーンや団体まわりなどを計画中です。 詳しくは後日MLなどでお知らせします。 

    コト★古都お世話人も大募集☆ 

コトパン・サポーターズ京都（通称：コト★古都）を作るのは、、、あ・な・た ですっ！ コト★古都は、ボランテ

ィアの「お世話人」が運営しています。 お世話人とは？ それはコトパンジャン・ダム裁判のサポーターで、

コト★古都を盛り上げたい人のことです。 運営にかかわってやろうーという方は、だれでもお世話グルー

プに入れます。 ぜひあなたもお世話人になってください。 史上はじめての ODA 裁判を勝利へと導くた

め、京都からサポートの "わ" を広げていきましょう！ 

 
 今後の予定：9月29日 19：30 NHK総合「クローズアップ現代」でコトパン報道 

            10 月 9日 コトパンジャン・ダム裁判 第 3回口頭弁論 ＠東京地裁 9:30 

            10 月 10～14日 各地で報告集会（予定） 

 

連絡先： supporters_osewa-owner@egroups.co.jp (コト★古都 お世話人) 
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